
※申請は毎年度必要です

・建築確認申請書の
  写し
・請負契約書の写し
・売買契約書の写し
・賃貸借契約書等の
  写し

　指定期日まで

・就労証明書
・祖父母宅の住所が
　確認できる書類

　５．兄弟に関すること
　１）兄弟（姉妹）が他学区通学している学校と
      同一校への就学を希望する場合

　卒業まで

　６．その他

　1）その他義務教育上配慮しなければなら
      ない場合

・教育委員会が指定
  する書類

　ア　いじめ、不登校により、指定校以外の学校
　　　 に就学を希望する場合

　イ　家庭の事情により、指定校に通学すること
　　　が困難であり、過重な負担があると認め
　　　られた場合

　ウ　その他申請内容がやむを得ないと認め
       られる場合

・営業許可書の写し
・営業証明書等

　４．部活動に関する
　　　こと
      （中学生のみ）

　１）次の条件をすべて満たす場合

　特段の配慮すべき事由
　が消滅したときまで

・活動母体（スポーツ
　少年団等）での活動
　を証明する書類
  （学校長、社会体育
  指導者等の意見書
  を含む。）

　　○指定された学校に希望する部活動がないこと

　　○希望校における部活動としての活動実績
       があり、受入れが可能なこと

　２．身体に関すること
　１）身体的な理由（病弱・障害等）により指定校
      への通学に支障がある場合

　指定期日まで ・医師の診断書等

　３．留守家庭児童に
　　　関すること
      （小学生のみ）

　１）保護者が共働きのため、児童の祖父母宅
      の近くの学校へ就学する場合

　卒業まで

　２）保護者が店舗を経営しており、店舗の近く
      の学校へ就学する場合

　卒業まで

　４）住宅新築等に伴い、転居することが確実な
      ため、転居先（新住所）の指定学校へ
      転居前から通学する場合

　実際に転居する日まで

　１．転居に関すること

　１）小学校５・６年及び中学校の学年途中で
      転学となる場合

　卒業まで

　２）小学校１年から４年までの学年途中で転学
     と なる場合

　学年末まで

　３）自宅の建替え又は改築のため、一時的に
      学区外に仮移転する場合

　従前の住所地に転居
　する日まで

他学区通学認定基準　（三沢市内の学校間）

事由 内容 認定期間 備考（添付書類等）

令和２年１０月１日　　三沢市教育委員会 学務課


